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　　　監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

　令和６年８月７日付け榛監第２２０００１号により報告のあった令和５年度

（下半期）定期監査結果報告書の報告に基づき講じた措置について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり通知

します。 
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 監査対象機関名  選挙管理委員会 監査年月日  令和６年７月１６日　

   監査対象期間  
  令和５年度　令和５年１０月から令和６年３月まで 
 及び年度

指　摘　内　容 是　正　改　善　の　状　況

　榛東村選挙管理委員会規程において「委 　監査の指摘を受け、９月定例会から議事

員長は、会議録を調製し、会議のてん末及 録の作成を実施している。 

び出席委員の氏名を記載しておかなければ 　作成した議事録については、榛東村ホー

ならない。」（第９条）とされているが、 ムページの選挙管理委員会のカテゴリー中

委員会の議事録（会議録）が作成されてい に掲載し、何人でも閲覧可能な状態として

ない。 いる。

  選挙管理委員会は、執行機関として法律

の定めるところにより普通地方公共団体に

置かなければならない委員会（地方自治法

第１８０条の５）であり、委員会での決定

事項等について、その記録が残されていな

いことは適切でない。 

　さらに、作成された議事録については、

秘密に属する部分を除き、広く公開される

べきものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


